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令和７年度 第１回 石狩市地域公共交通活性化協議会 

 

                 日時：令和７年４月 24 日（木）10:30～  
           場所：りんくる視聴覚室    

 

次 第 

１．開 会 

２．報 告 

 （１）新任の方に対する説明 

   イ. 地域公共交通活性化協議会の目的 

   ロ. シン・石狩市地域公共交通計画について 

 （２）地域公共交通計画の進捗状況について 

３．議 題 

（１）地域公共交通活性化協議会設置要綱の改正について 

（２）地域公共交通活性化協議会事務局規程の新設について 

（３）地域公共交通活性化協議会令和７年度予算（案）について 

（４）役員の選出について 

【配布資料】 

・石狩市地域公共交通活性化協議会委員名簿             

・シン・石狩市地域公共交通計画 

・地域公共交通計画の進捗状況及び今後の予定について  資料１ 

・デマンド交通チラシ（市内・通勤） 

４．その他 

５．閉 会 
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２ 報告事項 

（１）新任の方に対する説明 

   イ. 地域公共交通活性化協議会の目的 

     →地域公共交通の活性化及び再生に関する協議の場 

    主に下記の案件について協議を行う。 

 (１) 持続可能な地域公共交通網の形成に資する地域公共交通の活性化及び再生の推進

に関すること。 

(２) 乗合輸送の需要に応じた住民の生活交通の在り方に関すること。 

(３) 旅客の利便増進に関すること。 

(４) 道路運送法第 79 条の規定に基づき、自家用有償旅客運送（公共交通空白地有償運

送に限る。）の登録（道路運送法第 79 条の６第１項の規定に基づく有効期間の更

新及び同法第 79 条の７第１項の規定に基づく変更更新を含む。）を申請する場合

における運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項 

(５) 道路運送法第 79 条の 12 第１項第４号の規定による合意の解除に関する事項 

(６) その他必要事項に関すること。 

 

※直近 3か年の主な協議内容 

  

 

R4 

～ 

R6 

・地域公共交通確保維持改善事業に係る計画認定申請について 

・地域公共交通確保維持改善事業の自己評価について 

・オンデマンド交通による実証運行について 

・石狩市地域公共交通計画について 

・厚田ライフサポート事業における「運送の発着地の追加(拡充)」及び「利用料金の改定」に 

ついて 

・浜益スクールバスに係る「時刻・経路」変更について 

・（仮称）シン・公共交通計画（石狩モビリティ 2030）について 

・自家用有償旅客運送更新登録申請(案)について 

・中央バス路線について 

・市内デマンド型交通事業実運用化に伴う運行エリア等の設定について 

・通勤デマンド型交通実証事業の事業スキーム変更に伴う運行エリア等の変更について 

・浜益区デマンド型事業の事業スキーム変更に伴う運行エリア等の変更について 

・厚田スクールバス事業における路線取り扱い方法の変更について 
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ロ. シン・石狩市地域公共交通計画について 

  別冊を参照願います 
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 （２）地域公共交通計画の進捗状況について 

 

 別紙資料１を参照願います。 
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 ３ 協議事項 

 議案第１号 

 

地域公共交通活性化協議会設置要綱の改正について 

 

○組織の改正（第３条関係） 

  新たな任期が始まるにあたり、各法令に基づく選出委員の名称等について所要の 

修正を行うもの。 

また、本協議会の構成員のうち、「札幌地区バス協会の代表」について、先方から 

本協議会に委員を派遣することが困難である旨の報告を頂いたことから、令和７年 

度より削除する。 

   

○分科会の設置（新規） 

 個別具体的な事案について専門的に調査研究を行う際に分科会の設置ができるよ 

う要綱に追加を行うもの。 

  

○会計の設置（新規） 

  令和７年度より、交通施策に関する国からの補助金の一部が本協議会に入金され 

 ることから、役員に監事を設置する。また、協議会に会計を設置し、併せて会計年 

度を設定するもの 
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石狩市地域公共交通活性化協議会設置要綱（平成 29 年要綱第 83 号）の一部を次のように改正する。 
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 議案第２号 

地域公共交通活性化協議会事務局規程の新設について 

○ 令和７年度より、交通施策に関する国からの補助金の一部が本協議会に入金さ 

れることから、予算・決算・会計業務などを行う事務局の規定を新たに設ける。 
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議案第３号 

 

令和７年度事業予算（案） 

     

（収入の部）    （単位：円） 

科     目 前年度予算額 本年度予算額 増        減 摘              要 

補 助 金 － 33,801,000 33,801,000 

・地域公共交通確保維持改善事

業費補助金 30,801 千円［国］ 

・地域公共交通調査等事業補助

金 1,500 千円［国］ 

・石狩市地域公共交通活性化協

議会事業補助金 1,500 千円 

負 担 金 － 10,000 10,000 石狩市負担金 

合  計 － 33,811,000 33,811,000   

     

（支出の部）    （単位：円） 

科     目 前年度予算額 本年度予算額 増        減 摘              要 

計 画 策 定 費 － 3,000,000 3,000,000 利便増進計画策定費 

補 助 金 － 30,801,000 30,801,000 

・新モビリティサービス推進事

業費 29,312 千円［市］ 

・市有自動車運送事業費 1,489

千円［市］ 

事 務 費 － 10,000 10,000 収入印紙代、振込手数料等 

合   計 － 33,811,000 33,811,000   
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 議案第４号 

 

役員の選出について 

 

役 職 団体名 職 名 氏 名 

会 長    

副会長    

監 事    

監 事    
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（３）その他 

 


